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熊本県立豊野少年自然の家 

〒８６１－４１５１ 

熊本県宇城市豊野町山崎１７７５ 

TEL:０９６５－４５－３８５５ FAX：０９５４－４５－３８９０ 
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豊野の美しい自然を、ダイナミックにグリーンで表現し、 

豊野の頭文字である「と」を、少年たちが自然の中で明るく

たくましく躍動している姿を現している。 
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豊野少年自然の家とは 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
活動目的 

豊野少年自然の家は、自然体験や宿泊体験、交流体験などの場や機会を提供し、青少年の「生きる力」を 

育みます。 

 

活動目標 

豊野少年自然の家では、「生きる力」を育むために、次のような「体験力」を培います。 

○自分と出会う力 

様々な体験活動の中で… 

「自分の意志を決定する力」、「自分の意志を表現する力」、「自分と向き合う力」 

○人と出会う力 

様々な体験活動を通して… 

「友達と協力する力」、「友達と協調する力」、「友達を尊重し援助する力」 

○自然と出会う力 

「自然の厳しさに対しチャレンジする力」、「自然の美しさや壮大さに対し畏敬の念を抱く力」、 

「自然の素材を利用して、創造する力」 

 豊野少年自然の家は、自然の中での集団宿泊生活を通して、その情操や社会性を豊かにし、心身を鍛錬する

ことにより、健全な少年の育成を図ることを目的とする青少年教育施設です。 

美しい自然とのふれあいの中で、自然に親しむ心や豊かな情操を涵養します。集団生活を通して、「規律」

「共同」「友愛」「奉仕」等の社会生活の基本態度を育てます。 

野外活動を通じて、自然愛護の心情を培うとともに、たくましい心身を育成します。 

 

＜サブネームの由来＞ 

豊野少年自然の家にはどんぐりが多くあ

り、創作活動やイベントを行っていることか

ら、「とよドン」というキャラクターを広報

などで利用している。この「とよドン」の「家」

という意味で、親しみを持って呼びやすくす

るため、「とよドン家
ち

」とした。 

ｃｖｃ

Ｃ 

ｃｖｃ

Ｃ 
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＜ 施設概要 ＞ 

－屋内施設－ 

□ プレイホール 約３５０㎡（縦、横 約18ｍ） 

□ １Ｆ宿泊棟   

  ・リーダー室（3人×2室） 

  ・宿泊室  （8人×10室） 

  ・和室   （10人×2室） 

□ ２Ｆ宿泊棟   

・リーダー室（3人×2室） 

  ・宿泊室  （8人×10室） 

  ・和室   （10人×2室） 

□ 研修室    最大１５０人収容    

□ 食堂     最大１２０人収容   

□ 浴室     男女各２０人収容（シャワー各１６基） 

□ 談話ラウンジ  

□ リネン室 

□ トイレ・多目的トイレ 

□ 事務室 

□ 利用相談室 

 

 

－屋外施設－ 

□ つどいの広場 

□ 芝生広場 

□ アスレチック広場 

□ 営火場 

□ キャンプ場  テントサイト：１２サイト 

         炊事場（収容約５０人×２棟） 

         トイレ（男女各２棟） 

アスレチック場 

営火場 
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本 館 PH 
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物干し場

洗面所 談話ラウンジ

プレイホール

ピ
ロ
テ
ィボイラー室

乾
燥
室

厨房

女子浴室
エ

レ

ベ
ー

タ
ー

くぬぎ
（リーダー室）

きり
（リーダー室）

階

段

談話コーナー
食堂男子浴室 洗濯機 多目的

トイレ

靴箱

玄
関

リネン室 階段

保健室

階段

も
み

か
し

し
い

く
す

宿直室 利用相談室 所長室

いちょう
（和室）

つ
つ
じ

さ
く
ら

こ
ぶ
し

つ
ば
きか

や

や
ま
も
も

もみじ
（和室）

靴

箱

昇

降

口

靴

箱

トイレ

事務室

１F

第
２

P
 第２P 

【駐車場】 

第１P 65台 

第2P 23台 

第3P 13台 

    2台 
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－屋内施設－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－屋外施設－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和室 

２０人収容 

食堂 

最大１２０人収容 

リネン室 

シーツ等受取・返却場所 

つどいの広場 

朝・夕のつどいを実施します 

営火場 

キャンプファイヤーを実施します 

キャンプ場 

テントサイト：１２サイト 

芝生広場 

８人収容 

宿泊室 

研修室 

最大１５０人収容 

浴室 

約２０人収容 シャワー１６基 

炊飯棟 

５０名収容×２棟 

リーダー室 

３人収容 

談話ラウンジ 

班長会議等で利用できます 

プレイホール 

最大２００人収容 

アスレチック場 

施設紹介 
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利用のご案内 

利用までの流れ 

 

  ①施設の空き状況の確認 

     □ ご希望の日時の空き状況をお電話でご確認ください。 

      また、HP上の「空き状況確認用」からもお問合せいただけます。 

 

  ②申込みの受付け 

□ 一般団体の申込みは、原則、利用日の１ヶ月前までにお願いします。 

□ お電話で利用団体名・活動内容・人数・代表者連絡先等をお尋ねします。 

 

③事前打ち合わせ 

□ 申込み完了後、利用責任者の方を中心に来所され、利用の目的やプログラムの 

確認を行います。申請書類はHPよりダウンロードをお願いします。 

    □ 遠方からのご利用の場合は電話やオンライン上での打ち合わせが可能です。 

 

  ④申込書の提出 

    □ 必要書類を記入の上、ご利用日の２週間前までに、メールにて提出をお願いします。 

      ※申請書はすべてExcelにまとめています。 

      ※記入例もありますので必ず確認して、記載されるようお願いします。 

      ※赤色シートは必ずご提出ください。青色シートは必要に応じて提出をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑤許可 

□ 利用許可申請書を受け、本所から利用許可書等を送付します。 

     ※利用許可書等は、基本的にメールでお送りします。メールが利用できない場合は 

ご相談ください。 

 

  ⑥ご利用日当日 

    □ ご利用日当日は利用許可書を持参の上、ご提示ください。 

    □ 利用人数や利用期間に変更がある場合は、事前にご連絡ください。 

ご利用日当日、利用変更許可申請書に変更内容を記入していただきます。 

 

 

 

 

 

 

必要書類 利用許可申請書、計画書、確認表、引率者名簿、利用者名簿 

食物アレルギー確認票（集約） 

食物アレルギー確認票（個人用）※該当者のみ 

必要に応じて ※該当者がいる場合のみ 施設等利用料免除申請書 

※活動に必要な場合 キャンプ用具貸出票 

※飲酒をご希望の場合 飲酒誓約書 
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入所から退所まで 

 

①出発前の連絡 

    □ 到着が予定時刻より前後する場合は、必ずご連絡ください。 

      

②到着・オリエンテーションの打ち合わせ 

□ 到着後、代表者は事務室受付窓口においでください。オリエンテーション前に 

利用相談室にて打ち合わせを行います。 

    □ 人数及びプログラムの確認を行い、施設での生活について簡単に説明します。 

    □ 研修者はオリエンテーションに備えてください。 

 

③オリエンテーション 

    □ オリエンテーションでは施設の目的や概要、利用方法や生活の仕方について 

説明します。（１５～２０分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④研修活動 

    □ 宿舎に移動し、研修ができる服装に着替えてください。 

  □ 研修内容、部屋の変更、連絡等は随時行ってください。 

 

⑤退所時の部屋点検 

□ シーツは部屋ごとにリネン室前の返却袋に、枕カバーは専用のカゴにそれぞれ返却 

してください。 

□ 部屋の荷物は廊下などに移動し、忘れ物確認、宿舎の整理整頓等、各団体で点検を 

行ってください。その後、スタッフによる部屋点検を行います。 

  

⑥退所 

    □ 利用団体アンケート用紙をバインダーごと事務室へ提出してください。 

  

 

 

 

到着 

【引率代表者】 

入所受付（15分程度） 

 
オリエンテーション 

※代表の方の受付が終了後、 

オリエンテーションをさせていただきます。 

人数の確認や 

研修内容の確認など 

【利用者】 

荷物の移動、トイレ休憩など 

【入所までのイメージ図】 

⇐オリエンテーション動画 



 - 7 - 

利用上のお願い 

 

１ 基本の生活日課 

豊野少年自然の家では、基本の生活時間・日課が決められています。基本日課表をもとに、

プログラムの作成をお願いいたします。 

 

【基本日課表】 ※5 分前行動にご協力ください。 

時間 スケジュール 

 6:30 起 床 ・ 洗 面  

 7:10 掃 除 

 7:50 

 （7:30） 
朝 食 

 9:00          午 前 の 活 動 ※日帰り利用入所時間 

12:00 昼 食 ・ 休 憩  

13:30 午 後 の 活 動 

16:30 代 表 者 会  

17:00           団体ごとの連絡の時間 ※日帰り利用退所時間 

17:30 

（18:00） 
夕 食 ・ 入 浴（17:30 以降可） 

19:30 自 由 時 間 

21:40 就 寝 準 備 

22:00 全  館  消  灯 

※網掛けの時間については基本的には動かせない時間です。 
※22時以降は完全施錠となります。 

 

２ 活動について 

  「火災予防条例」の改定により、林野火災警報が発令された場合、やむを得ず活動を中止する
場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

３ 生活について 

宿泊室では… 

  ○ 荷物や布団は、常に整理整頓しましょう。 

  ○ 部屋では暴れたり、大声で叫んだりしないようにしましょう。 

○ 消灯から起床の時間までは、部屋で静かに過ごしましょう。 

〇 布団を汚した場合は、クリーニングが必要となります。 

食堂では・・・ 

  ○ 食事の前には必ず手を洗いましょう。 

  ○ 食堂ではセルフサービスです。きれいに後片付けをしましょう。 
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浴室・トイレでは・・・ 

  ○ 湯船には、体をよく洗ってから入りましょう。 

  ○ 熱いお湯が出るので、ヤケドをしないようにしてください。 

  〇 脱衣所を出る際は、忘れ物がないか確認をしてください。 

  ○ トイレでは、備えつけの紙以外は使わないようにしてください。 

〇 スリッパもきれいに並べましょう。 

 

４ お願い 

 ☐「貴重品について」 

貴重品の管理をお願いします。 

   部屋を離れる際は、貴重品は必ず身につけておいてください。 

   お支払いのための現金は、事務室の金庫にて団体毎にお預かりすることもできます。 

 

☐ 喫煙について 

敷地内全面禁煙となります。 

 

☐ 飲酒について 

   「飲酒について」（P21）をご確認いただき希望される場合は、事前にお知らせください。 

   ※他団体との調整が難しい場合は、ご希望に添えない場合がございます。 

 

☐ 携帯電話の使用について 

   ・館内にWi-Fiを設置しておりますので、ご自由にお使いください。 

     ID：guest  PASS：Guest3855 

   ・充電は必要最低限にしてください。 

   ・自己責任で保管してください。（充電したまま外出しない） 

 

☐ 自動販売機について 

  ・歩きながら飲むなどの行為はしないでください。 

   ・缶やペットボトルは、自動販売機横のゴミ箱へ捨ててください。 

   ※持ち込んだ缶やペットボトルは捨てないでください。 

 

☐ 洗濯機について 

  ・3台使用可能です。 

   ・22時（消灯）まで利用できます。洗剤、ハンガー等はご持参ください。 

 

 ☐ 持ち込んだごみについて 

・持ち帰りの場合は、ゴミ袋をご持参ください。 

・ゴミ袋代１枚50円で引き取りが可能です。 

・ゴミ袋を購入する場合は、精算時までにお知らせください。 

・自然の家が提供した材料等のゴミについては自然の家が処分します。 
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☐ 冷房・暖房について  

   

 

 

 

 

※冷暖房使用中と就寝時間以降は、部屋の扉や窓を閉めるよう、お願いします。 
 

☐ 防犯対策について 

当施設では、防犯対策としまして、防犯カメラを設置しています。 

別紙１「不審者対策について」（Ｐ21）をご覧ください。 

 

☐ 施設・設備について 

 【プレイホール】 子ども達だけでの使用はできません。引率の先生・保護者の監督下で使って 

ください。利用を希望される時は、事務室にお尋ねください。 

【宿泊室】    宿泊室ベッドの２段目の使用は、特に注意をお願いします。 

※飛び降りない、２人で乗らない、天井に頭をぶつけないように！等  

【非常口】    自分がいる場所から一番近い非常口の場所を常に確認しておきましょう。 

緊急時は、基本的に所員の指示に従ってください。避難後の集合場所は、 

原則的に「つどいの広場」、最終避難場所は第一駐車場です。 

 

☐ 寝具類の使用・部屋点検について 

・一人につき、シーツ２枚、枕カバー１枚です。 

・シーツ、枕カバーは、リネン室前に準備してありますので、団体名の掲示がある場所 

から取ってください。 

・使用後は、布団は元の通りにたたんでください。（宿泊室に写真を掲示してあります。） 

引率者で片づけ状況を確認した後に「部屋点検」を事務室に依頼してください。 

布団がきちんとたたまれているか、清掃状況をスタッフが確認に伺います。 

   ・P.15～P.16「寝具の使い方、整理について」をご確認ください。 

 

☐ 食事と食堂の利用について 

・食中毒やノロウイルス感染予防のため、食事前の手洗いうがいの徹底にご協力ください。 
・詳細は１３ページ「食事の提供について」を必ずご確認ください。 
 

☐ お風呂について 

   ・シャンプー、石鹸、タオル等はございませんのでご準備をお願いします。 

・たくさんの人が利用しますので、細やかな気配りをお願いします。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

【入浴時の注意点】  

①  浴槽にタオルをつけないようにしてください。 

②  節水を心掛け、お湯の無駄遣いをしないようにしてください。 

③  イス、洗面器の片付けを徹底してください。（ピラミッド型に） 

④  浴室から出る際は、きちんと体を拭いてから脱衣所にあがってください。 

⑤  ドライヤーは男女各風呂１つの使用にとどめてください。ブレーカーが落ちる可能性があります。 

（ドライヤーの備え付けはありません） 

⑥ 入浴時間の厳守をお願いします。※他団体と重なりがある場合はご希望の入浴時間に添えない場合がございます。 

○冷房について 
１ 使用期間   ６月１日～９月３０日 
２ 設定・管理  ２３度・事務室集中管理 

○暖房について 
１ 使用期間   １２月１日～３月３１日 
２ 設定・管理  ２0度・事務室集中管理 
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☐ 支払いについて 

   料金の支払いについては、ご利用当日に、請求明細書を発行いたしますので振り込みまたは

現金でお支払いください。 

※振込みの場合、振込手数料はご負担ください。なお、領収書は発行できません。 

   ※現金の場合、入金の関係上、小銭は20枚までとさせていただきます。 

 

☐ 引率者の外出について 

児童、生徒だけを施設に残して外出しないようお願いします。 

 

☐ 駐車について 

駐車及び乗降は、自然の家ゲート横「第１駐車場」をご利用ください。本館前は、活動場所 

となっておりますので、ご遠慮ください。駐車する際には、「駐車許可証」を車のフロント 

部分に提示してください。※ HP→申請書ダウンロードからご準備ください。 

 

☐ 準備物について 

  ご利用にあたり、各団体のプログラムに応じた準備をお願いいたします。 

ご不明な点につきましては、ご利用前に自然の家スタッフの方までお尋ねください。 

 

区分 準備物 

共 通 

（必須） 

□野外活動にふさわしい服装（長そで・長ズボン・防寒着など） 

□着替え □帽子 □ハンカチ □ティッシュ  

□室内用シューズ ※スリッパの貸し出しはありません 

□洗面用具（石けん・シャンプー含）□リュックサック □雨具（雨合羽） 

□筆記用具 □水筒 □軍手 □常備薬（必要な人）□救急セット  

その他 

（必要に応じて） 
□腕時計 □懐中電灯 □キーパー □ドライヤー □洗剤（洗濯用） 

【注意】持ち物には必ず記名お願いします。貴重品はできる限り持ち込まないでください。 

忘れ物の保管期間は、拾得日から１ヶ月間です。期間を過ぎた場合は処分いたします。 

館内でのシューズ（スリッパ等）は必ずご持参ください。 

 

□ 貸出し可能用具について ※数に限りがあります。 

区分 準備物 

共 通 

□スクリーン □プロジェクター（端子：VGA、HDMI） 

□冷蔵庫・冷凍庫（備え付けのもので、各団体で調整して使用） 

□シャワーチェア（身障者用） 

野外活動関係 

（申請が必要） 

□野外炊飯基本セット 

□その他基本セット以外のもの（飯盒・ＢＢＱコンロなど） 

【注意】貸出し用具の詳細につきましては自然の家スタッフにご確認ください。 

    紛失・破損がないようご注意ください。 
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必要経費 
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熊本県立青少年の家条例第９条に基づく施設利用料金の減免の基準 

第9条 次に掲げる者が利用するときは、使用料の全部を免除することができる。 

(1) 身体障がい者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けてい

る者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障がい者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者) 

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者 

(3) 精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障がい

者保健福祉手帳の交付を受けている者 

2 次に掲げる者の介護のために現に同伴する者(その者が2人以上いるときは、1人に限る。)が利用するときは、使

用料の全部を免除することができる。 

(1) 前項第1号に掲げる者のうち、次の表の左欄に掲げる障がいの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体

障がい者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障がいの級別に該当する障がいを有す

るもの(以下この号において「重度身障者」という。)又は次の表の左欄に掲げる障がいを2以上有し、その障が

いの総合の程度が重度身障者に準ずると知事が認めるもの 

障がいの区分 障がいの級別 

視覚障がい 1級から 3級までの各級及び 4級の 1 

聴覚障がい 2級及び 3級 

肢体 

不自由 

上肢不自由 1級、2級の 1及び 2級の 2 

下肢不自由 1級、2級及び 3級の 1 

体幹不自由 1級から 3級までの各級 

乳幼児期以前の非進行性の脳病変に

よる運動機能障がい 

上肢機能 

障がい 

1級及び 2級 

(1上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。) 

移動機能 

障がい 

1級から 3級までの各級 

(1下肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。) 

内部 

障がい 

心臓機能障がい 1級、3級及び 4級 

じん臓機能障がい 1級、3級及び 4級 

呼吸器機能障がい 1級、3級及び 4級 

ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級及び 3級 

小腸機能障がい 1級、3級及び 4級 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から 4級までの各級 

肝臓機能障がい 1級から 4級までの各級 

(2) 前項第2号に掲げる者のうち、同号の療育手帳の障がいの程度の記載欄に、重度であることの表示として「A」

と記載されたもの 

(3) 前項第3号に掲げる者のうち、同号の精神障がい者保健福祉手帳に精神保健及び精神障がい者福祉に関する法

律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障がい等級が1級である者として記載されているもの 

3 前2項に規定する場合のほか、知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除するこ

とができる。(指定管理者による管理) 
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食事の提供について 

１ 食事の料金および提供時間帯 
 料  金 提供時刻 

朝食 
小学４年生以下     ５１０円 

小学５年生以上     ５３０円 
            7:50（7:30） 

昼食 
小学４年生以下     ７００円 

小学５年生以上     ７８０円 
12:00 

夕食 

小学４年生以下     ７６０円 

小学５年生以上   １，０００円 

スポーツ合宿    １，８００円 

17:30（18:00） 

  
※食数の最低注文数は５食からとなります。 
※食堂の定員は120名です。定員を超える場合は、２回に分けて提供いたします。 
 時間についてはご相談ください。 
 

２ 食物アレルギーへの対応について 

食物アレルギーに関しては、「食物アレルギー確認票」2種（集約・個人用）に必要事項を 
ご記入の上、１４日前までに豊野少年自然の家まで提出してください。申請内容に基づき、 
可能な範囲で対応いたします。提出期限を過ぎた場合は対応できないことがあります。 
※2交代で食事をする場合、食物アレルギーをお持ちの方は、前半に食事をしてください。 

 
３ 食数の変更・キャンセルについて 

【連絡方法】 確認表をメールまたはFAXにて送付してください。 
              なお、食物アレルギーをお持ちの方が変更になる場合は、 

改めて、食物アレルギー確認表（２種）も併せて送付してください。 
⇒ 豊野少年自然の家  メール toyonosyo@hitodukuri.com 

FAX  0964－45－3890 
 

【受付時間】 食数の増減の受付は、前日の17時00分までとします。 

       ただし、５食以上の変更および全キャンセルについては、 
原則として利用開始日の10日前までとします。 
※上記受付時間以降の変更およびキャンセルについては原則、全額いただきます。 

             ※野外炊飯用の食材（バーベキュー・カレー等）の食数変更は利用開始日の10日前までとします。 
 
４ 食材の持ち込みについて 
（１） 食中毒防止の観点上、食材の持ち込みは原則禁止します。 

※全食持込で食事をされる場合は、持ち込み可能です。 
 
５ 食堂から提供できる食材について 
  ・必要な場合、食材を注文いただくことができます。 詳しくは、「必要経費」（Ｐ11）を 

ご覧ください。 
・通常の倍の量を提供しているスポーツ合宿メニュー（1,800円）もございます。 
ぜひ、ご検討ください。 

・食事のごはんは「おかわり用」として「炊き上がり米0.8合を210円」で提供しておりま
すので、必要に応じてご注文ください。（確認表に記入欄がございます） 
 
 
 

 

mailto:toyonosyo@hitodukuri.com
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主な活動の紹介 

活動内容一覧表　（R8）
熊本県立豊野少年自然の家

活動プログラム 活動の概要及び諸条件等 所要時間（目安） 料金 備　　　考

［ 池周りコース ］

豊野少年自然の家からロープ坂を通り 城南や松橋を通るコース

4時間

（昼食時間を除く）

　昼食をとらない場合、池の内側を通る

　ショートコース有り（2時間半）

［ 塚原古墳公園コース ］

豊野少年自然の家からロープ坂を通り 塚原古墳を往復するコース

６時間

（昼食時間を除く）

［ 雁回山コース ］

豊野少年自然の家から標高267ｍの雁回山に登山するコース

7時間

（昼食時間を除く）

［ 豊野フットパスコース  ］

 里山の風景を眺めながら 豊野町の名所を巡るコース
２時間

ロングコース

池周りコースを使用し チェックポイントを頼りに目的地をグループごとに目指す

４時間

（昼食時間を除く）

ショートコース

スコアOLのコースを使用し チェックポイントを頼りに目的地をグループごとに目指す
２時間

ロングコース

コンパスを使用し 制限時間内にできるだけ多くのポストを探す
２〜３時間 　指導者6名要

ショートコース

コンパスを使用し 制限時間内にできるだけ多くのポストを探す
1〜2時間 　指導者4名要

コンパスゲーム コンパスを使用し コンパスゲームコースを１周する ２時間 　指導者4名要

ツリーハンティング 木の看板を探しながら 木に関するクイズに答える ２時間 　指導者３名要

［ もりもりビンゴ ］

自然物等を用いたビンゴゲーム
１時間〜

［ カモフラージュ ］

人工物を自然の中に隠し見つけるゲーム
１時間〜

アスレチック アスレチック広場での活動 １時間 　自主活動

野外炊飯 キャンプ場炊事棟での炊飯
4時間

（後片付けを含む）

　最大16班

　用具貸し出し（無料）、　薪 600円/コンテナ

　食材注文可（経費一覧参照）

　事前に薪割り体験可

瓦谷コース 一周　40分 　指導者５名・懐中電灯要

公園コース 一周　30分 　指導者５名・懐中電灯要

キャンプファイヤー 火を囲みながらお互いの親睦を深める
２時間30分

（リハーサル含む）
1組 5,000円

キャンドルのつどい キャンドルを囲みながらお互いの親睦を深める
２時間30分

（リハーサル含む）

プラホビー プラスチック板で作るキーホルダー 30分 １００円 /個

焼き杉壁掛け 　杉板を焼いて作る壁掛け作り ２時間 １５０円 /個 　３０名程度

勾玉 滑石を削って作る勾玉作り ２時間 ３００円 /個 　雨天時は要相談

竹箸 竹を小刀で削ってmy箸作り ２時間 ５０円 /個

切り絵 黒画用紙を切り抜き色紙に貼る ２時間 １５０円 /個

どんぐりの森 木の板にどんぐり・小枝などを飾りつける ２時間 １５０円 /個

小枝deアート 小枝を使った壁掛け作り １〜２時間 ５０円 /個

フォトスタンド どんぐりなどを飾りつけたフォトスタンド作り 1時間 １００円 /個

どんぐりストラップ どんぐりを使ったストラップ作り １時間 １００円 /個

クリスマスリース かずらでクリスマスリース作り ２時間 ３００円 /個 　１２月限定　※雨天時のみの活動計画は不可

ミニ門松 孟宗竹を切って作る本格ミニ門松 ３時間 ５００円 /個
　１２月限定　※雨天時のみの活動計画は不可

　※竹を固定するための砂は持参ください。

松ぼっツリー 松ぼっくりを使ったミニツリー作り ２時間 １５０円 /個 　１１〜１２月限定

竹deアート ミニ門松で出る竹の端材をリデュースして作る竹飾り １〜２時間 １５０円 /個 　１〜2月限定

とよリンピック ８種目の 道具を使ったミニゲーム ２時間 　班編成：8班までを推奨

昔遊びリンピック ８種目の 昔遊びを使ったミニゲーム ２時間 　班編成：8班までを推奨

イニシアティブゲーム ８種目の チームビルディングゲーム 2〜３時間 　班編成：8班までを推奨　　指導者：4名以上

レクリンピック ６種目の 対戦型ゲーム ２時間 　班編成：最大12班とする偶数班推奨

ニュースポーツ ガガ・ペタンク・RDチャレンジの３種目の対戦型ゲーム ２時間 　班編成：最大12班とする偶数班推奨

モルック 木の棒を投げ倒し得点を競うゲーム ２時間程度 　４セット

ロープワーク

火おこし
薪代

６００円 /コンテナ

　野外炊飯とセットで実施することを推奨

　※別途薪代がかかります。

グラウンドゴルフ 豊野少年自然の家特設コースでのグラウンドゴルフ ２時間 　２４セット

ドミノ ドミノを使った様々なゲーム各種 １時間〜 　1，2００個　　自主活動

［ KYT ］

様々な場面における危険予知グループワーク
　座学

［ 防災スーツケース ］

避難時に持ち出すグッズを考えるグループワーク
　座学

［ 防災水移し ］

決められた道具を活用して、水を移し替えるグループワーク
　※晴天時のみ　　最大12班

ハイゼックス炊飯 袋代２０円 /枚
　※別途薪代がかかります。

　※生米の注文または持参が必要です。

日本一の石段登り（４時間）　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ：美里町役場砥用庁舎　企画観光課（０９６４－４７－１１１１）

雁回山登山（2時間）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 問い合わせ：熊本市南区企画総務課（０９６ー３５７ー４１１１）

御船町恐竜博物館見学（２時間）　　　　　　　　　　　　　 　  問い合わせ：御船町恐竜博物館（０９６－２８２－４０５１）

塚原歴史民俗資料館見学(２時間）　　　　　　　　　　　　        問い合わせ：塚原歴史民俗資料館（０９６４－２８－５９６２）

熊本県民天文台星空観察（１時間）　　　　　　　　　　　　      問い合わせ：熊本県民天文台（０９６４-２８-６０６０）

スコアオリエンテーリング

ネイチャーゲーム

近

隣

で

の

自

主

活

動

　幼児向け

　※道具貸出、自主活動

交

歓

活

動

ナイトゲーム

創

作

活

動

そ

の

他

キャンプ活動 各１時間〜

防災プログラム 各１時間〜

野

外

活

動

ハイキング

ウォークラリー 　指導者５名以上要
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寝具の整理について 

１ シーツ・枕カバーをかたづける 

 

 

 

 

 

 

２ 布団をかたづける 

    

 

 
 
 

 

掛布団にもともとついているカバーは 

はずさないようにしましょう。 

枕カバー１回たたむ シーツはたたまず 

緑のかごへ 

① たたみかた 

【敷布団】三つ折りにする 

【掛布団】カバーの丸あき側が内側になるように２回たたむ 

【毛 布】３回たたむ 

それぞれの寝具は長方形です。 

たたむ時は、長い辺を半分にするように 

折りましょう。 

長 

部屋整理の仕方 

角をきれいにそろえてたたみましょう。 

袋へ 
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３ 部屋点検チェック項目 

①布団の整理、シーツの返却をする。 

②ハンガーは２本ずつ、向きをそろえてかける。 

③部屋をほうきで掃除する。 

④ゴミ箱の中は、空にする。      持ち込んだゴミはすべてお持ち帰りください。 

⑤タオルかけ・テーブルを元の位置に戻す。 

⑥空気清浄機のコンセントを抜く。 

⑦窓を閉めて、鍵をかける。 

⑧カーテンを開け、ひもでくくる。 

⑨忘れ物がないか確認する。 

⑩電気・エアコンを消す。 

② 置きかた 

① 
② 

① 

② 

③ 

足元 

通路側から見ると 
敷布団は３段、 
布団や毛布は 2 段ずつに見えるよう
に向きをそろえて置きましょう。 

足元側に布団をおきましょう。 
頭の方から見ると掛け布団と毛布は 
１段ずつに見えるように置いてくださ
い。 
敷布団・掛け布団・（毛布）・枕の順に 
並べてください。 

枕元 

① 
② 
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HP掲載について 

詳細をＨＰに載せております。該当されるものがある場合は必ずご確認をお願いします。 
 
 
熊本県立豊野少年自然の家ＨＰ 
https://www.k-seishonen.com/toyono/hpfiles/sankousiryou/tebiki.pdf 
 
 
HP「利用の手引き」ページ一覧 
 
○野外活動の留意事項（P16～P18） 

 

 

○豊野少年自然の家のＳＤＧｓの取り組み（P20） 

 

 

○キャンプ場について（P26～28） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.k-seishonen.com/toyono/hpfiles/sankousiryou/tebiki.pdf
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本館非常口・消火器設置場所 

 

 

●

▲ ■

●　非常口 避難経路
▲　消火器 現在地
■　消火栓

▲ ●
■ ●

▲
▲ ● ▲

▲

■ ▲
●

▲ ▲ ▲
▲ ▲

▲
● ● ▲

▲
● ▲ ▲
■

● ■
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※避難経路は状況に応じて変更してください。

吹き抜け 談話コーナー洗面所 階段

吹き抜け

リーダー室　ふじばかま リーダー室　くず

3 3

階
段

多目的

トイレ

避難経路及び
非常口・消火器・消火栓

設置場所

ベ

ラ

ン

ダ

研修室

【　２階　】
エ

レ

ベ

ー

タ

ー

階段

和室　なでしこ

10

プレイホールはこべら ごぎょう なずな せり

厨房
エ

レ

ベ

ー

タ

ー

階
段

談話コーナー

10 ８＋（２） ８＋（２）

ピ

ロ

テ

ィ【　１階　】乾

燥

室
ボイラー室

女子浴室

昇

降

口

洗面所 談話ラウンジ ●
玄
関

リネン室 階段

男子浴室 食堂
リーダー室　くぬぎ リーダー室　きり

3 3

多目的

トイレ

事務室保健室 倉

庫
和室　いちょう

10
職員浴室

もみ

職員トイレ

かし しい くす

階段

宿直室 利用相談室 所長室
和室　もみじ かや やまもも ８＋（２） ８＋（２）

つつじ さくら こぶし つばき ８＋（２） ８＋（２）

８＋（２） ８＋（２）

10 ８＋（２） ８＋（２）

８＋（２） ８＋（２）

８＋（２） ８＋（２）

和室　はぎ おみなえし おばな ８＋（２） ８＋（２） ８＋（２） ８＋（２）

ききょう すずしろ すずな ほとけのざ ８＋（２） ８＋（２）

主な非常口は〇印の場所です。

１階は、窓からも避難することができます

ので、安全を確認して状況に応じて避難

してください。

※出火の可能性がある場所

・厨房 → 浴室側から避難

・ボイラー室→ 正面玄関側から避難

夜間における緊急時対応マニュアル

【 火 災 】
※自然の家職員の動き

１ 現場確認

２ 非常放送（引率者への指示も含む）

３ 消防署への通報（１１９番）

４ 初期消火（必要に応じて）

５ 消防車の誘導

６ 利用団体の安全確認

※利用団体引率者の動き

・利用者の避難誘導

・残留者の確認

・避難後の安全確認、人数確認

・施設職員への報告

【 地 震 】
※自然の家職員の動き

１ 非常放送

２ 利用団体の安全確認

※利用団体引率者の動きは火災時と同様です。

地震発生の際は、職員からの連絡があるまで部屋から

出ないでください。（避難する際は、安全のため靴を履

いて頭を守ってください。）

【 不審者 】
※自然の家職員の動き

１ 非常放送等で連絡

２ 利用団体の安全確認

※利用団体引率者の動きは火災時と同様です。

不審者が発生した場合は、職員の指示に従って、速や

かに避難してください。
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健康・安全の確保 

当少年自然の家の利用では、家庭や学校・職場などを離れて宿泊を伴う研修を行いますので、健

康管理及び安全のため、以下のことに十分配慮してください。 

 ① 不注意による事故が発生しないよう十分気をつけてください。 

 ② 宿泊が各棟にまたがる場合は、引率者は各棟に宿泊し、指導ができるようにしておきましょ 

う。 

 ③ 体調を崩さないために、消灯及び起床時刻を守り、睡眠時間の確保に努めてください。 

 ④ 非常時に備えておきましょう。 

□ 避難経路を確認してください。避難後の集合場所は、原則的に「つどいの広場」、最終避難

場所は「第一駐車場」です。 

  □ 非常時には、引率者は所内放送や職員の指示に従い、自団体の研修生を誘導してください。 

  □ 避難後、班長は班員を確認し団体責任者に連絡、団体責任者は自団体の人数を確認した 

うえで、少年自然の家職員に報告してください。 

 

⑥ 病気及びケガの対応 

   救急薬品は、各団体で持参してください。持病のある研修者がいる場合は、事前に団体で把 

握して、必要な準備をしてください。 

急を要する場合    

 

 

 

  状況把握 

  場所確認 

 

                             現場へ 

                               病院・救急車の手配 

医療機関 

  宇城総合病院 ０９６４－３２－３１１１  うちの小児科小児外科  ０９６４－３２－０５５０   

狩場医院   ０９６４－４５－２０１７  温石病院   ０９６４－４６－３０００   

清水整形外科 ０９６４－３２－２２０７  安武眼科   ０９６４－３２－０７３３ 

済生会熊本病院    ０９６－３５１－８０００ ※非常夜間時 

日赤救命救急センター ０９６－３８４－２１１１ ※非常夜間時 

熊本地域医療センター ０９６－３６３－３３１１ ※非常夜間時 

  関係機関 

  宇城消防署豊野分署 ０９６４－４５－３７７８   宇城警察署 ０９６４－３３－０１１０ 

  宇城保健所 ０９６４－３２－２４１６ 

自然の家事務室 自然の家職員 

応急処置 救護車 

※医療機関・関係機関 リーダー 

事故発生 
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飲酒について 

熊本県立豊野少年自然の家 

日頃より豊野少年自然の家をご利用いただきありがとうございます。 

これまで本所では原則、飲酒を禁止しておりましたが、下記の飲酒ルール（以下「ルール」）をご理解・

厳守いただける団体については飲酒を許可することにしました。 

つきましては、ルールをご確認いただき、飲酒を希望される場合は誓約書に必要事項をご記入いただき、

申請書類と併せてご提出ください。 

なお、他団体との調整がつかず、飲酒をお断りする場合がありますことを申し添えます。 

記 

１ 飲酒場所 

  原則、研修室（バーベキュー時を除く） 

２ 飲酒時間 

１９時～２１時３０分（バーベキュー時を除く） 

３ 留意点 

（１） 何らかの不慮の事態が発生した場合に対応できるようハンドルキーパー等を設けて実施してく

ださい。また、高校生以下の利用者を含む団体については、利用者の見守りの方を設けてくだ

さい。 

（２） 大声でしゃべるなどの他団体に迷惑となるような行為は控えてください。 

（３） ごみは全て持ち帰りください。ただし、可燃ごみに限っては、１袋５０円でゴミ袋を購入して

いただき、本所で引き取ることも可能です。その場合は、入所受付の際に職員にお申し出くだ

さい。 

（４） 酒類、つまみの持ち込みについては、食中毒防止の観点から生ものを避け、市販のものでお願

いします。 

（５） 研修室は研修で利用する場です。次の方が気持ちよく利用できるように後片付けをお願いしま

す。 

（６） ルールを守れない行為があった場合や職員の指示に従わない場合は、直ちに飲酒を中止し、退

所していただき、次回以降の利用をお断りする場合があります。 

（７） このルールを貴団体の全ての関係者に周知して実施してください。 

令和７年５月 

 

誓約書 

 上記ルールを遵守した上で、飲酒を行うことを誓約します。 

                                   年   月   日 

 

                団体名 

              代表者氏名 

                連絡先 
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入所団体の皆様へ 

不審者対策 

利用者の皆様に安心して本施設を利用していただくために、次のことにご協力ください。 

 

１ 入所団体の方は必ず名札をつけてください。食事中及び入浴後もお願いします。 

遅れて入所されます方や活動の応援等でいらっしゃる方にも着用をお願いしています。 

 

２ 入所関係車両は、本施設が発行いたします駐車許可証を見えるところに提示してください。 

駐車許可証のない車両は駐車されないようにお願いします。 

 

３ 本館前の駐車は、利用者の安全確保のためご遠慮ください。 

 

４ 男子棟（１Ｆ）、女子棟（２Ｆ）の窓は常に施錠してください。 

 

５ 活動や食事、入浴等で部屋を離れるときは、窓の施錠を確実に行ってください。 

 

６ 就寝時には窓の施錠をしてください。 

 

７ 退所時は部屋点検後、施錠してください。 

 

８ 引率者及び活動協力者は必ず本館玄関から出入りしてください。 

 

９ 不審者らしき者を発見された場合は直ちに職員に知らせてください。 

 

10 異常が発生した場合は職員の指示に従ってください。 

 

熊本県立豊野少年自然の家              

（指定管理者）ひとづくり JAPANネットワーク・三勢共同体 

代表 中川 保敬           

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 
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 入所団体の皆様へ 

「食」の安全を提供するために 

 本所では「食」の安全を提供するために、下記のことを利用者の皆様にお願いしております。ご

理解の上、ご協力をお願いいたします。 

記 

≪食物アレルギー対応について≫ 

○食物アレルギー確認票を利用２週間前までにご提出ください。 

○入所当日に食物アレルギーについて再度確認いたします。 

○団体での食物アレルギー担当者を事前に決めておいてください。 

○食事時間の５分前に、アレルギー対応者と引率者１名（団体での食物アレルギー担当者）は食堂 

前に集合してください。当日の検食者と食堂職員も交えて、アレルギー対応について説明いたし 

ます。 

○アレルギー対応食（除去食または代替食）を確実にご確認ください。 

○検食者の前で対応食を受け取ってください。 

○食事の際は担当者は食物アレルギー対応者と一緒に食事をお取りください。 

（おかわり等での誤食を防ぐため） 

○他の入所者の食器等に、食物アレルギー対応者が触れないようにご注意ください。 

アレルゲンに触れただけでアレルギーの症状が出る場合があります。 

○万が一、食物アレルギーの症状が出た場合は直ぐに事務室にお知らせください。 

 

≪食中毒防止及びノロウイルス対策について≫ 

○食中毒予防にもノロウイルス対策にも一番大切なのは手洗いです。手洗いを徹底させてくださ

い。 

○食事前は必ず石鹸で手洗いをさせてください。 

食事前の手洗いの時は団体の方が手洗いの様子を見てください。 

○ハンカチやタオルの使い回しはさせないでください。（ひとり１枚） 

○万が一、嘔吐した場合は、次のように処理してください。 

 ・処理用として、使い捨て手袋、使い捨てマスク、新聞紙、次亜塩素酸ナトリウム、ビニール袋 

を常備しております。処理には必ずお使いください。 

 ・処理に使った防具はすぐにビニール袋に入れて密閉してください。 

 ・食堂の場合…食堂職員にすぐに連絡してください。 

食器等は別処分します。返却口には持ってこないでください。 

 ・部屋の場合…汚れた寝具はすべてビニール袋に入れてください。 

 ・処理中、処理後の換気をしてください。 

○ドアノブ、蛇口、階段の手すり、ベッドの手すり、食堂のテーブルなどには本所職員が次亜塩素 

酸ナトリウムで定期的に消毒しております。 

○野外から帰ってきたときやトイレに行った後には必ず手洗いを徹底してください。 

 

熊本県立豊野少年自然の家              

（指定管理者）ひとづくり JAPANネットワーク・三勢共同体 

代表 中川 保敬           

別紙２ 


